
 

 

ると認められるものとして

厚生労働省令で定めるもの

（※１）をいう。 

◆日本国内に住所を有しな

いが、例外的に被扶養者と認

められる者 

① 外国において留学を

する学生 

② 日本からの海外赴任

に同行する家族 

③ 海外赴任中の身分関

係の変更により新たな

同行家族とみなすこと

ができる者（海外赴任中

に生まれた被保険者の

子ども、海外赴任中に結

婚した被保険者の配偶

者など） 

④ 観光・保養やボランテ

ィアなど就労以外の目

的で一時的に日本から

海外に渡航している者

（ワーキングホリデー、

青年海外協力隊など） 

⑤ その他日本に生活の

基礎があると認められ

る特別な事情があると

して保険者が判断する

者 

◆日本国内に住所を有する

が、例外的に被扶養者と認め

られない者 

① 「医療滞在ビザ」で来

日した者。医療滞在ビ

ザとは、日本において

治療等を受けることを

目的として訪日する外

国人患者等（人間ドッ

クの受診者等を含む）

及び同伴者に対し発給

されるものです。 

② 「観光・保養を目的と

するロングステイビ

ザ」で来日した者（富裕

層を対象とした最長１

年のビザ） 

 

外国人雇用状況の届出に在

留カード番号の記載が必要

になります 
◆外国人雇用状況の届出に

ついて 

すべての事業主は、外国

人労働者（特別永住者と在

留資格「外交」・「公用」

の者を除く）を雇い入れた

際、または離職の際に、当

該外国人労働者の氏名、在

留資格、在留期間等につい

て確認し、ハローワークへ

届け出ることが義務付けら

れています。この届出を怠

ったり、虚偽の届出を行っ

たりした場合には、30万円

以下の罰金の対象となりま

す。 

◆外国人雇用状況の届出に

在留カード番号の記載が必

要に！ 

令和２年３月１日以降に

雇入れ、離職をした外国人

についての外国人雇用状況

の届出において、在留カー

ド番号の記載が必要となり

ました。 

現在は外国人の氏名、在留

資格、在留期間、生年月日、

性別、国籍・地域、資格外活

動許可の有無についてのみ記

載が求められています。 

在留カードの番号の届出に

あたって事業主は、当該在留

カードの番号について、在留

カードにより確認しなければ

ならないこととされていま

す。 

◆届出方法について（令和

２年３月１日以降） 

外国人雇用状況届出におけ

る届出方法は、雇用保険被保

険者の場合とそれ以外の場合

とで異なります。 

○雇用保険の被保険者となる

外国人の場合 

「雇用保険被保険者資格

取得届、資格喪失届外国人

労働者在留カード番号記載

用【別様式】」が必要にな

ります。この別様式に在留

カード番号を記入し、雇用

保険被保険者資格取得届、

資格喪失届と一緒にハロー

ワークに提出します。 

○雇用保険被保険者以外の外

国人の場合 

「外国人雇用状況届出書」

（様式第３号）に在留カード

番号の記載欄が追加されます

ので、在留カードの番号を記

入します。 

 

 

加等の場合に限り、上記の限

度時間を超えて働かせても法

違反とならない免罰効果を有

する定めですが、上限規制に

より、法定の時間を超えると

6 か月以下の懲役または 30 万

円以下の罰金に処せられま

す。 

◆提出前にチェックを受け

ましょう 

 来年 4 月 1 日以降を始期と

する 36 協定届は、新様式に

て作成します。新様式には、

上限規制について、時間外労

働時間に係るものと時間外・

休日労働時間の両方に係るも

ののいずれをもクリアしてい

る内容を記載しなければなり

ません。 

 また、新設されたチェック

ボックスへのチェック漏れが

あるとその場で修正する「補

正」ではなく「再提出」扱い

となってしまう等、記入上の

注意点が複数あります。 

 さらに、従業員代表者が不

適格と判断される等により 36

協定そのものが無効になって

しまうと、時間外・休日労働

を行わせること自体が違法行

為となります。 

来年度の 36 協定届の作成

と提出では、「年中行事の 1

つ」との楽観視はせずに、監

督署に提出する前に専門家の

チェックを受けることをお勧

めします。 

 

健康保険の被扶養者に国内

居住要件が求められます 
外国人労働者の受入れ拡

大に伴い、2020 年４月 1 日

から健康保険法の被扶養者

にも国内居住要件が求めら

れることになりました。外国

人労働者の母国に残された

家族の疾病、負傷などについ

ても日本の健康保険で給付

を行うことになれば、保険財

政を圧迫するからです。被扶

養者として認められるには、

原則として、日本国内に住所

を有することが要件ですが、

外国にいても被扶養者とし

て認められる者や日本国内

にいても被扶養者から除外

される者など一定の例外が

ありますので、そこを整理し

ます。 

◆法律の条文（改正後の健康

保険法第３条７項） 

この法律において「被扶養

者」とは、次に掲げる者で、

日本国内に住所を有するも

の又は外国において留学を

する学生その他の日本国内

に住所を有しないが渡航目

的その他の事情を考慮して

日本国内に生活の基礎があ

進めていますか？  

36 協定締結＆作成 
◆「時間外労働の上限規

制」がいよいよ中小企業に

も適用 

 来年４月１日から、中小企

業でも時間外労働は原則「１

か月 45 時間」「１年 360 時

間」とされ、36 協定で特別条

項を定めた場合も法定の上限

を超えると罰則の対象となる

「時間外労働の上限規制」が

適用されます。 

 厚生労働省では、この適用

に向けて、今年度下半期を集

中的施策パッケージの実施期

間と位置づけ、主に次のよう

な取組みを行っています。 

◆36 協定未届事業場への案

内文の送付 

 厚生労働省では、今年度よ

り 36 協定未届で労働者数が

10 人以上の事業場等に「自主

点検表」を送付し、提出を求

めるだけでなく個別訪問等も

実施しています。 

集中的施策パッケージで

は、この自主点検により把握

した 36 協定の届出が必要と

考えられる事業場に対し、案

内文を送付しています。 

◆特別条項締結事業場への

集中対応 

 36 協定の特別条項は、通常

予見できない業務量の大幅増
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